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令和８年３月 12 日 
土木部河川管理課 

 

胎内川ダム警報局の避雷設備の盗難について 

 

 令和８年３月 11 日、胎内川ダム警報局の避雷設備（避雷針と避雷導線）の盗難

が判明しました。 
ダムの操作及び警報局の機能に支障はありません。 

 
１ 発生場所 

  胎内市 １箇所（胎内川ダム並槻（なみつき）警報局） 
※ 令和７年８～９月、新発田地域整備部管内で発生した８件の盗難被害 

とは別の箇所（避雷設備への昇降装置撤去の対策済箇所） 

 

２ 経緯 

３月 11 日（水）11:00 頃  胎内川ダム警報局１箇所で避雷設備盗難を確認 
          13:20   新発田警察署へ通報 

17:00   村上市、胎内市、新発田市、聖篭町及び五泉市内 
のダム施設の確認完了 
（胎内川ダム１箇所のみ盗難） 

  ３月 12 日（木）10:15   新発田警察署に被害届を提出 

 

３ 被害状況 

  避雷設備（避雷針１本、避雷導線１本） 

  ※ 復旧費用約 80 万円 

 

４ 今後の対応 

 ・ 盗難被害箇所について、速やかに復旧予定 

 ・ 県内の警報局（ダム、排水機場）と水位局の避雷設備状況について調査中 

 

 

 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 
土木部河川管理課 課長補佐 古川 
〔直通〕025-280-5849（内線）3262 

 



通常状況（2025.9月） 盗難状況（2026.3.11）

胎内川ダム警報局（胎内市並槻）状況

避雷針滅失

避雷導線滅失


